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令和３年 第１５回 川口市教育委員会定例会会議録

                      日 時 令和３年９月１４日（火）

                          午後１時３０分

                      場 所 ワークファンルーム会議室１・２

１ 出席者

  教育長    茂 呂 修 平     書 記  栗 原   栄

  委 員    齋 藤   卓     書 記  今 本 敬 幸

委 員    宿 谷 岩 男     書 記  渋 谷 美 月

委 員    中 田 裕 之     

委 員    菅 原 京 子

２ 説明のため出席した者

  教育総務部長    濵 田 武 徳

  学校教育部長    森 田 吉 信

  教育総務課長補佐  番 匠 浩二郎

  庶務課長      別 府 さつき

  学務課長      高 宮 明 洋

  指導課長      中 川   猛

３ 前回会議録の承認

茂呂教育長   第１４回教育委員会定例会会議録については、書記より、各委員に事前配

付している。質疑があればお聞かせ願いたい。

【質 疑】   （質疑なし）

【承 認】   （全員異議なく承認）

４ 教育長報告

茂呂教育長 教育長報告（１）は、次世代支援・教育力向上特別委員会において、秘密

会で行った質疑部分は個人を特定できる内容が含まれることから、また、教

育長報告（２）は、個人情報等を含む内容であるため、秘密会で行いたいが

如何か。

委 員     （異議なし）

茂呂教育長   異議なしと認め、教育長報告（１）の一部及び（２）は秘密会で行う。
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（１）次世代支援・教育力向上特別委員会の概要について

【説 明】   （学務課長が別添資料１に基づき説明した。）

【質疑応答概要】

菅原委員    小学校における３５人学級の実施について、小規模校である芝富士小学校

において改修が必要な理由は。

教育総務部長  令和３年６月１日時点の全児童数が２９５人、転用可能な教室が４教室で

あるが、令和９年度には全児童数が４８６人に増加すると推計され、教室を

確保するために８教室が必要なためである。

【承 認】   （質疑応答後、全員異議なく承認）

５ 協議事項

  なし

６ 議 事

茂呂教育長 議案第９９号は人事案件のため、秘密会で行いたいが如何か。

委 員     （異議なし）

茂呂教育長   異議なしと認め、議案第９９号は秘密会で行う。

【上 程】

茂呂教育長   議案第１００号「令和４年度当初川口市立小・中学校教職員人事異動方針

について」を上程し説明を求める。

【説 明】

学務課長    （学務課長が当日資料３に基づき説明した。）

【質 疑】   （質疑なし）

【採 決】   （全員異議なく可決）

茂呂教育長   議案第１００号「令和４年度当初川口市立小・中学校教職員人事異動方針

について」を案件のとおり可決する。

７ その他

令和３年第１４回川口市教育委員会定例会 教育長報告（４）に係るオンライン授業の様子

等について

【質疑応答概要】

指導課長    オンライン授業の状況について、現在、小中学校全校で分散授業や分散登

校を行うなかで、各校の実態に応じてオンラインを活用した授業を実施して

いる。
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主な具体例としては、通常授業において、校内の空き教室を利用するなど、

クラスの人数を分散させた状態でオンライン授業を実施している。また、分

散登校を実施している学校においては、対面授業をオンラインで配信し、家

庭から児童生徒が参加する形態で実施している。

庶務課長    オンラインの接続状況について、８月のサマースクール等において、校内

で接続テストを行った際、一部の学校で通信の遅延やエラーが発生したとの

報告を受けた。状況を確認したところ、該当端末でＷｉｎｄｏｗｓ Ｕｐｄ

ａｔｅなどが起動したことにより、端末本体に負荷がかかり、各種動作に不

具合をきたしたとの認識に至った。また、ヘルプデスク等を通し、運営保守

事業者が該当校の通信環境等を確認したが、不具合は確認されなかった。

これらの調査結果を踏まえ、こうした現象への対応として、朝の会など早

い時間に児童生徒の端末をインターネット環境下で起動し、アップデートを

完了させること、通信速度が遅い場合、アップデートが実行中でないか確認

すること、これら以外で通信速度が遅い場合は、ヘルプデスクへ問い合わせ

ること、この３点について各学校あてに周知した。今後もトラブルが発生し

た際には、まず状況に応じて機器の確認をするとともに、ヘルプデスクを活

用し、安定した通信環境の確保に努める。

８ 休 会

茂呂教育長   以上をもって休会する。（午後１時５２分）


